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　平素は当協会の運営にご協力頂き誠にありがとうございます。

昨今の急激な経済悪化に伴う雇用不安に対応するため、厚生労働省が平成２０年１２月から各種助成金制度の

新設・拡充を行いました。概要のみ掲載させて頂きますので、詳細については各担当まで。

新たに人を雇入れる事業主への助成金

就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇入れる場合など

① 特定求職者雇用開発助成金
高齢者、障害者等の就職が特に困難な方を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して、

賃金の一部を助成する制度

【助成額】

週所定労働時間 障害者の種類 支給対象期間 総支給額

３０時間以上

②上記以外の身体。知的障害者

身体・知的障害者、精神障害者

【助成額】 「高年齢者雇用開発特別奨励金」の名前で新設

週所定労働時間 大企業 中小企業

２０時間以上３０時間未満 年間　３０万円 年間　４０万円

３０時間以上 年間　５０万円 年間　６０万円

② 試行雇用奨励金（トライアル雇用奨励金）
経験不足等により就職が困難な若年者や、就職困難な中高齢者等を試行的に短期雇用する場合に支給

される制度

→ ４０歳未満

→ ４５歳以上
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　☆中小企業事業主が障害者を雇入れた場合の助成額が増額されます。（拡充）

①重度、または４５歳以上の身体・　　　　　　　　　
　　　　　　　　知的障害者、精神障害者

２年　　　　　　　　　
　　　　　　（現行１年６か

月）

１６０万円　　　　　　
　（現行１２０万円）

１年６か月　　　　　
　　　　　　　　　　（現

行１年）

９０万円　　　　　　　（
現行６０万円）

２０時間以上　　
　３０時間未満

１年６か月　　　　　
　　　　　　　　　　（現行

１年）

６０万円　　　　　　　（
現行４０万円）

　☆６５歳以上の離職者を雇入れた場合も対象となります。（新設）

　☆対象労働者の年齢要件が緩和されます。（拡充）

・　若年者トライアル雇用　　雇用開始時に３５歳未満

・　中高年トライアル雇用　　雇用開始時に４５歳以上６５歳未満

 協同組合 阪神中小企業労務協会
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③ 若年者雇用促進特別奨励金
無職の期間が長い若年者等の雇用を促進する為、トライアル雇用終了後にその者を期間の定めのない

雇用契約へと移行し、若年者の常用雇用を促進する事業主に対して支給される制度

【助成額】

④
介護サービス分野における人手不足の状況を改善する為、介護関係業務を行う事業主に対して、介護

関係業務の経験のない者を新たに雇入れ、継続して雇用する場合に支給される新しい制度

【助成額】

介護関係業務の未経験者（新規学卒者を除く）を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、

合わせて５０万円が支給されます。但し、一事業主につき３人まで。

雇用調整せざるを得ない事業主への助成金

⑤
急激な資源価格の高騰や、景気変動等の経済上の理由に伴う企業収益の悪化から生産量が減少し、

事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練

または出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度

　☆従来の「雇用調整助成金」にくらべ、助成率などが引き上げられました。

　☆従来の「雇用調整助成金」にくらべ、支給要件が大幅に緩和されました。

　　※大企業の事業主の方は従来通りの雇用調整助成金が使えます

○各助成金の支給要件は、ここに記載された以外にもあります。
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　☆中小企業事業主への助成額が増額されます。（拡充）

・　２５歳以上３０歳未満　　３０万円（中小企業は４５万円）

・　３０歳以上４０歳未満　　４５万円（中小企業は６７万５千円）

　☆対象労働者の年齢要件が緩和されます。（拡充）

・　雇用開始時に２５歳以上３５歳未満　　　　→　　　２５歳以上４０歳未満

介護未経験者確保等助成金 （新設）

6ヶ月以上定着した場合に、未経験者1人あたり25万円、さらに6ヶ月以上定着した場合、

中小企業緊急雇用安定助成金 （新設）

・　助成率　　　　３分の２　　→　　５分の４

・　教育訓練を実施した際の教育訓練費　　　１人１日　１，２００円　　→　　６，０００円

・　生産量要件を「最近３ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること（前期決算等の

・　経常利益が赤字である事が必要）」に緩和

・　雇用量要件を「最近３ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ増加していない事」に緩和

○各助成金の管轄は「ハローワーク助成金デスク」（神戸市中央区浜辺通り2-1-30　℡078-221-5440）です。

助成金制度の新設・拡充について　Ｐ.２
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